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１．九頭竜川流域委員会の経過
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九頭竜川流域委員会の設立
現地視察（九頭竜川水系の現状説明等）

九頭竜川水系（治水・利水・環境）の現状と課題 等

九頭竜川流域委員会の設立
現地視察（九頭竜川水系の現状説明等）

九頭竜川水系（治水・利水・環境）の現状と課題 等

治水計画の考え方（案）【検討対象降洪水の選定と評価】
九頭竜川・日野川・足羽川の治水整備メニュー（案） 等

治水計画の考え方（案）【検討対象降洪水の選定と評価】
九頭竜川・日野川・足羽川の治水整備メニュー（案） 等

河川環境、利水・利用の課題と対応方針（案）
福井豪雨の報告及び福井豪雨を踏まえた治水計画

河川激甚災害対策特別緊急事業の採択 等

河川環境、利水・利用の課題と対応方針（案）
福井豪雨の報告及び福井豪雨を踏まえた治水計画

河川激甚災害対策特別緊急事業の採択 等

九頭竜川水系の今後の河川整備に関する説明結果報告
足羽川ダムの新旧ダム計画（案）の比較 等

九頭竜川水系の今後の河川整備に関する説明結果報告
足羽川ダムの新旧ダム計画（案）の比較 等

足羽川の瀬切れ対策
足羽川ダム計画の目標と規模

九頭竜川水系河川整備計画（原案）作成・公表 等

足羽川の瀬切れ対策
足羽川ダム計画の目標と規模

九頭竜川水系河川整備計画（原案）作成・公表 等

平成14年

第1回～第8回

平成14年

第1回～第8回

平成16年

第18回～第26回

平成16年

第18回～第26回

平成17年
第27回～第29回

平成17年
第27回～第29回

平成18年

第30回～第32回

平成18年

第30回～第32回

平成15年
第9回～第17回

平成15年
第9回～第17回

【委員会での審議内容】
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２．河川整備計画策定の流れ
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第32回 九頭竜川流域委員会での
意見聴取 (H18.8.18)

第32回 九頭竜川流域委員会での
意見聴取 (H18.8.18)

住民意見聴取
(H18.8.18～9.18)

住民意見聴取
(H18.8.18～9.18)

九頭竜川水系河川整備計画（原案）の公表 （H18.8.18）九頭竜川水系河川整備計画（原案）の公表 （H18.8.18）

九頭竜川水系河川整備計画（案） の公表 (H18.12.13)九頭竜川水系河川整備計画（案） の公表 (H18.12.13)

九頭竜川水系河川整備計画の策定・公表（H19.2.15）九頭竜川水系河川整備計画の策定・公表（H19.2.15）

地方公共団体の長からの意見の聴取 (H18.12.18)地方公共団体の長からの意見の聴取 (H18.12.18)

第33回九頭竜川流域委員会 (H19.2.26)第33回九頭竜川流域委員会 (H19.2.26)
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３．河川整備計画（原案）に対する
意見聴取の実施
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【九頭竜川水系河川整備計画（原案）に対する意見聴取】

◆第32回九頭竜川流域委員会での意見聴取◆第32回九頭竜川流域委員会での意見聴取

記者発表、ホームページ掲載、新聞広告
チラシ配布、電車内中吊り広告、テレビCM、
ラジオCM、概要版（パンフレット）配布

説明会、ハガキ、手紙、FAX、ホームページ

◆住民意見聴取◆住民意見聴取

九頭竜川水系河川整備計画（原案）説明会九頭竜川水系河川整備計画（原案）説明会

説明会開催の周知方法説明会開催の周知方法

住民意見聴取の方法住民意見聴取の方法
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◇説明会開催の周知方法◇説明会開催の周知方法

○記者発表（H18.8.11）

■九頭竜川水系河川整備計画（原案）
説明会開催のお知らせ

ホームページの掲載画面→

・第32回九頭竜川流域委員会の開催公表
にあわせて、九頭竜川水系河川整備計画
（原案）説明会開催の記者発表を実施

・九頭竜川水系河川整備計画（原案）説明
会開催のお知らせをホームページに掲載

○ホームページ掲載（H18.8.11）
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○新聞広告（H18.8.15）

・福井新聞の朝刊に九頭竜川水系河川整備計画（原案）説明会
開催の広告（７段広告）を掲載
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○開催案内チラシ配布（H18.8.18）

・開催案内チラシを作成し配布
・配布場所：各事務所、局、各土木事務所、流域市町役所窓口（２７箇所）
・配布部数：２,０００部 （A4版 １枚 両面）

チラシ表面 チラシ裏面

■九頭竜川水系河川整備計画（原案）説明会
開催のお知らせ
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○電車内中吊り広告（H18.8.12～21）

・福井鉄道とえちぜん鉄道の車内に九頭竜川水系河川整備計画
（原案）説明会開催の中吊り広告を掲載
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○テレビCM （H18.8.14～20）

福井テレビとFBCテレビの２局で、
１５秒CM 計１４回

○ラジオCM

FBCラジオとFM福井のお知らせ
コーナーで、３０秒～１分の案内

※その他 FBCテレビの番組内のお知らせ
コーナーで３０秒のフリップによる案内

・九頭竜川水系河川整備計画（原案）説明会
開催のテレビCMを放送

～テレビCM 絵コンテ～■九頭竜川水系河川整備計画（原案）
説明会開催のお知らせ

・九頭竜川水系河川整備計画（原案）説明会
開催のラジオCMを放送
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○概要版の配布（H18.8.18）

・九頭竜川水系河川整備計画（原案）の概要版を作成し、九頭竜
川水系河川整備計画（原案）説明会で使用 ※チラシと同様に配布

※国管理区間と県管理区間をあわせて
300頁分の原案を42頁に集約

■九頭竜川水系河川整備計画（原案）の
概要版［パンフレット］作成
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◇意見聴取の方法◇意見聴取の方法

○第32回九頭竜川流域委員会での意見聴取（H18.8.18）

○説明会での住民意見聴取（H18.8.21～26）

○ハガキ、手紙、FAXによる住民意見聴取
・パンフレットに意見聴取用返信ハガキを添付、郵送先、FAX番号、

ホームページアドレスを記載
・期間：１ヶ月（H18.8.18～9.18）
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○ホームページによる住民意見聴取

・福井河川国道事務所ホームページで
意見の書込みスペースを開設

・期間： １ヶ月（H18.8.18～9.18）
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■九頭竜川水系河川整備計画（原案）説明会の開催

◇説明会の開催◇説明会の開催

・住民意見聴取のための九頭竜川水系河川整備計画（原案）

説明会は、九頭竜川水系の３つの流域（九頭竜川本川・日野

川・足羽川）内の５市町（福井市、勝山市、池田町、越前市、坂

井市）で、計６回開催

・期間：平成18年8月21日（月）～26日（土）
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【九頭竜川水系河川整備計画（原案）説明会開催場所】
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■九頭竜川水系河川整備計画（原案）説明会開催状況

約７０人
能楽の里 文化交流会館

（池田町）

８月２３日（水）

19:00～20:30

約５０人
サンドーム福井

（越前市）

８月２４日（木）

19:00～20:30

約５０人
道の駅「いねす」

（坂井市）

８月２５日（金）

19:00～20:30

約３０人
福井商工会議所

（福井市）

８月２６日（土）

10:00～11:30

約９０人
勝山市教育会館

（勝山市）

８月２２日（火）

19:00～20:30

約８０人
福井商工会議所

（福井市）

８月２１日（月）

19:00～20:30

参加者場 所開催日時
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8月21日（月）
←福井商工会議所

8月22日（火）
←勝山市教育会館

8月23日（水）
←能楽の里

文化交流会館

8月24日（木）
サンドーム福井→

8月25日（金）
道の駅「いねす」→

8月26日（土）
福井商工会議所→
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４４２３合 計

７３8/23 能楽の里 文化交流会館

９４8/24 サンドーム福井

５４8/25 道の駅「いねす」

１０６8/26 福井商工会議所

７５8/22 勝山市教育会館

６１8/21 福井商工会議所

質 問意 見開催場所

１０１９第32回流域委員会

質 問意 見流域委員会

・九頭竜川水系河川整備計画（原案）説明会での意見・質問数

・流域委員会での意見・質問数

◇意見聴取結果◇意見聴取結果
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２３４合計

０６手紙

０１その他

００事務所ＨＰ書き込み

０１ＦＡＸ

２２６ハガキ

質 問意 見内 訳

・郵送等で寄せられた意見・質問数

◆九頭竜川水系河川整備計画（原案）に対する意見・質問総数
（説明会、流域委員、郵送等の合計）

５６

質 問

１３２７６

合 計意 見



-23-

■九頭竜川水系河川整備計画
（原案）説明会の開催結果報告

・九頭竜川水系河川整備計画（原案）
説明会の開催結果報告として、説明会
当日にいただいたご意見・ご質問と、そ
の回答の概要を公表するとともに、
ホームページにも掲載

-24-
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４．河川整備計画（原案）に対する意見
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◇主な意見の紹介◇主な意見の紹介

・日野川の朝宮地区
中州に溜まっている土砂が、川の流れを止めているように思われ

ますので出来るだけ早く取りのぞいて下さい。（福井市）

・原案に記載のとおり既に実施している事業を早期に完成させ、他
の整備箇所については計画的に実施していきます。

「治水」に関する意見「治水」に関する意見

意見に対する整理意見に対する整理
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低水路拡幅

あさみや

朝宮橋

あ
さ
み
や

朝
宮
地
区

低水路拡幅

低水路拡幅

あさみや

朝宮橋

あ
さ
み
や

朝
宮
地
区

低水路拡幅

○朝宮地区

○久喜津地区

○片粕地区

○恐神地区

○下市地区

○三郎丸地区

○深谷地区

日野川

計画 後期計画 中期計画 前期

日野川 朝宮地区：河川整備イメージ

日野川 河道整備スケジュール

【記載箇所】

・原案P80,84  第4章 4.1.1
1)洪水を安全に流す取り組み
(2)河道整備
②日野川及び

表4.3河道整備スケジュール



-29-

・九頭竜川の上合月地区の低水路拡幅は深場(淵)の消失につながら
ないのでしょうか？ この辺りは夏場ただでさえ流量が少なく水温も高
く、生態系がおかしくなっている。増水の時を見ていても、この辺りの
低水路を拡幅したところであまり意味がない。それより川底の礫を取り
除き、ところどころ魚が休める深場を増やすべきだ。（永平寺町）

・現況の流下能力は約3,900m3/sとなっており、河道整備流量の
5,500m3/sを安全に流下させるためには、河道整備が必要です。この
ため国の天然記念物の地域指定を受けている区間でもあり、環境へ
の配慮（現流水部の保全）から平水位+50cm程度以上の部分のみ掘
削する計画としてます。

「治水」に関する意見「治水」に関する意見

意見に対する整理意見に対する整理
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低水路拡幅
（中州）

　ご まつ

五松橋

低水路拡幅

なるかおおぜき

鳴鹿大堰

上
合
月
地
区

 

平水位

HWL T.P+30.54m

川幅 360m

緩勾配とする
緩勾配とする

50cm程度50cm程度 

低水路拡幅 低水路拡幅 

上合月地区 

【記載箇所】

・原案P76,79 第4章 4.1.1
1)洪水を安全に流す取り組み

(2)河道整備
①九頭竜川及び、

図4.17現況と整備後の流下能力図

九頭竜川 上合月地区：河川整備イメージ
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・福井豪雨被害は、ダムがなかったからと科学的裏づけもなく結論づけられ、ダ
ム建設へと走っている。橋脚（工事中）が、せきとめてしまって堤防がきれたとい
う見方の専門家もおられます。毎年の川底の手入れ、堤防強化で防げたとの見
方もあります。

・原案では、経済面や自然環境・社会環境への影響等を考慮して、河川改修と、
ダムによる洪水調節の組み合わせが最適としています。これは、適切な維持管
理や必要な堤防の質的整備を図ることを前提としています。

なお、橋脚による水位への影響等については、「足羽川洪水災害調査対策検
討会」（福井県）において検証されています。

【記載箇所】
・原案P60 第3章 3.3.3洪水を安全に流す取り組み

１）洪水調節施設 (3)足羽川

「治水」に関する意見「治水」に関する意見

意見に対する整理意見に対する整理

ダムが最適なのかもう一度慎重に見直しをして欲しいものです。（福井市）
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・計画されている足羽川ダムは水害解消のために是非とも早期建
設をお願いします。（福井市）

「足羽川ダム」に関する意見「足羽川ダム」に関する意見

意見に対する整理意見に対する整理

・国土交通省及び福井県は、連携、協力し、池田町の協力を得て
ダム事業に関する広報及び工事の早期着手に向けた取り組みに
努めます。国土交通省は工期短縮に向けた取り組みを実施するこ
とで、工事の早期着手と併せてダム事業の効果が早期に発現でき
るよう努めます。

・足羽川ダムは、環境アセスについても早く結論を出して進めて欲
しい。（福井市）

・今後も環境アセスで3年かかるということだが、早く事業着手して
欲しい。（池田町）
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・川が川であるための流量を確保できるように水利権の更新時に
見直していくべき。（流域委員会）

・水利権の更新や変更に際しては、利水者の水利用の実態及び水
需要を踏まえ適正な水利権許可を行うこととしています。

【記載箇所】

・原案P99 第4章 4.2.4 1）河川水の利用

「利水」に関する意見「利水」に関する意見

意見に対する整理意見に対する整理
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・水利権については、利用者間である程度弾力的な考えをもって調
整していくべき。（流域委員会）

・水利用情報交換会を活用するなど、情報交換を積極的に行い、合
理的な水利用並びに河川環境の保全等について、意見交換をオー
プンな場で行えるように調整を図ることとしています。

【記載箇所】

・原案P99 第4章 4.2.4 1）河川水の利用

意見に対する整理意見に対する整理

「利水」に関する意見「利水」に関する意見
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・河道内の樹木は、ただ木を切るだけではまた生えてくる。管理し
ていくには、その川の洪水の攪乱を利用していくことが重要である。
（流域委員会）

・流水による攪乱を誘発させることも含めて生物の生息・生育等の
調査を行い、専門家の意見を聞いて砂礫河原の再生を図っていき
ます。

【記載箇所】

・原案P89 第4章 4.1.2 1)生物の生息・生育環境
(1)砂礫河原環境の保全や再生

「環境」に関する意見「環境」に関する意見

堆積土砂の撤去後

砂礫河原の保全・再生の実施方法（案）

意見に対する整理意見に対する整理
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・旧美山町の集落の中には、農業用水や生活用水を部子川の水だ
けを頼りにしている所もある。ダムの整備によって水環境に悪影響
が出ないよう配慮が必要である。（流域委員会）

・足羽川ダム建設にあたっては環境影響評価を実施することとして
おり、必要に応じて適切な対策を実施し環境保全に努めます。

【記載箇所】

・原案P75 第4章 4.1.1 1)洪水を安全に流す取り組み
(1)洪水調節施設 ②足羽川ダムの建設

「環境」に関する意見「環境」に関する意見

意見に対する整理意見に対する整理
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・既設ダムの治水容量、利水容量等を弾力的に運用することによっ
て、慣行水利権にとらわれることなく、川に水を流すことができるの
ではないか。（流域委員会）

・ダム下流の河川環境保全等のための放流操作（ダムの弾力的管
理）について検討を進め、現在の試験運用から本格的な運用を目
指すこととしています。

「環境」に関する意見「環境」に関する意見

意見に対する整理意見に対する整理
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放流量0.28m3/s

放流量1.00m3/s

【河道流量の増量放流】

【フラッシュ放流（流量の変動）】

【記載箇所】
・原案P102 第4章 4.2.5 5）ダム運用による河川環境の保全
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・福井豪雨を風化させないことが大切であり、環境学習の中に河川
教育の推進ということも取り込んでいったらどうか。（流域委員会）

原案への反映箇所原案への反映箇所

「環境」に関する意見「環境」に関する意見

原案へ追加・修正

・原案P50 第2章 2.3.5河川に関する学習

河川に関する学習などを支援するために、
九頭竜川鳴鹿大堰に併設して九頭竜川資
料館を整備している。九頭竜川の歴史や
文化、自然環境など人と川の関わりを学べ
る施設として、また九頭竜川の情報発信の
拠点としてNPOの協力も得て運営している。
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・原案P69 第3章 3.5.5河川に関する学習

九頭竜川の歴史、文化、自然環境や水辺を利用して、子どもたち
の総合学習等の支援を行う。

河川環境を学ぶための場の提供など、環境学習の支援を行うとと
もに河川の歴史、文化など川の情報発信の拠点（九頭竜川資料館）
の整備と運用支援を図る。環境・事業展開等の情報提供を積極的
に実施する。

水生生物調査・植物調査等小学校の総合学習と連携を図りなが
ら学習を継続実施していく。

また、ニュースレター及びHP、イベント等の広報活動を行い、九頭
竜川資料館をより多くの地域住民及び学校等が、学習の場として利
用できるよう提供するとともに、防災・環境・事業展開等の出前講座
を積極的に実施する。

・原案P112 第4章 4.4.1河川に関する学習

1)学習の場の提供
鳴鹿大堰に併設している九頭竜川資料館を

より充実させ、適切に運営する。
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・洪水時に流木・土砂・ゴミが川を流れる。浜地・波松地区には、洪
水後、ゴミがたまる。上流のダムの所だけでなく、下流にも流木・ゴ
ミ等を回収できる施設をつくることはできないのか。

・本川において物理的に洪水時のゴミ等を除去する施設を整備する
ことは、技術的にも経済的にも困難です。不法投棄の防止に努める
こととしています。

【記載箇所】
・原案P98 第4章 4.2.2河川区域の管理 4)不法投棄の防止

「維持管理」に関する意見「維持管理」に関する意見

意見に対する整理意見に対する整理

水の流れを利用して遊水地のような所にゴ
ミを集め、回収できないだろうか。（あわら
市）
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・なかなか不法投棄がなくならないのが現実である。特に河口域で
は川で遊ぶ所もないので、地域の人々の川への関心が薄れてきて
いるのではないか。
・ゴミの調査をする時は、陸からだけだと見落としてしまうので、船
に乗って川からの調査もして欲しい。（坂井市）

・不法投棄の防止のために啓発活動の実施や河川管理者や住民
等との協働による維持管理を発展させます。河川巡視体制の中に
は、巡視船による川の中からの巡視も行っています。

【記載箇所】

・原案P98 第4章 4.2.2 4）不法投棄の防止
・原案P98 第4章 4.2.3 2）河川環境を損なう利用の是正
・原案P112 第4章 4.4.4 1)住民と連携した維持管理の実施

3）河川と流域社会の関わり

意見に対する整理意見に対する整理

「維持管理」に関する意見「維持管理」に関する意見
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５．河川整備計画（案）に対する意見
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※文章の表現等の修正意見はありましたが、

九頭竜川水系河川整備計画（案）の内容に

関する意見はありませんでした。
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６．河川整備計画の策定
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・九頭竜川水系河川整備計画［国管理区間］ 策定・公表

平成１９年２月１５日




